
現 場 説 明 書 
１ 工 事 名    横須賀港ふ頭管理事務所外壁改修その他工事             

２ 監 督 員    都市部 公共建築課       （建築）  

                                （機械設備） 

説 明 事 項  

1. 入札等に関する事項について 

(1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」

という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規

則、契約履行規則及び工事等検査規則（以下「契約規則等」という。)に従って行う。 

(2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約

書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないの

で、入札等前に十分究明すること。 

2. 契約の保証について 

契約の保証   要   不要 

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は

提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。 

(1) 契約保証金の納付を証する領収書 

(2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等 

(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金

保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書 

(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券 

(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券 

3. 前払金について 

前払金    する   しない 

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。 

4. 中間前払金について 

中間前払金   する   しない 

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。 

5. 部分払について 

部分払    する(   回以内) しない 

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について 

(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりであ

る。 

会計年度 
支払限度額 

（請負代金額に対する割合） 
前払金の上限 

初 年 度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 請負代金額 の  ％ 

第２年度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 請負代金額 の  ％ 

第３年度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 請負代金額の  ％ 

(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知

する。 



 

7. 契約に関する事項について 

(1) 設計図書関係 

ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。 

イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合

を除き、請負者の責任において定めること。 

ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合

にあっては、別冊とすること。 

(2) 提出書類関係 

ア 請負代金内訳書  要提出(契約締結後7日以内) 

提出不要 

イ 工 程 表  要提出(契約締結後7日以内) 

提出不要 

ウ 着 手 届  着手後5日以内に提出すること。 

エ 現場代理人及び  契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。 
主任技術者等届 

オ 下請負関係書類  下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 

・施工体制台帳 

・施工体系図 

・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合） 

カ 直 営 工 事 届  下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。 

(3) 監督員通知関係 

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通

知する。 

(4) 支給材料、貸与品関係 

ア 支 給 材 料   あり   なし 

イ 貸 与 品   あり   なし 

(5) 条件変更等の関係 

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係

のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。 

(6) 設計変更等の関係 

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微な

ものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。 

(7) 部分引渡し関係 

部分引渡し指定部分   あり   なし 

(8) 火災保険等の関係 

火災保険その他の保険の付保条件 あり   なし 

8. 現場代理人の常駐義務について 

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ ＞ 入札の広場 ＞ 

工事 ＞ 入札制度関連情報＜工事＞ において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。 



  

9. コリンズの登録について 

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報

サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センタ

ーに登録申請しなければならない。 

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに

監督員に提出しなければならない。 

登録申請の期限は、次のとおりとする。 

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。 

(2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。 

(3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に変更データを提出

しなければならない。 

(4) 変更時としゅん工までの間が 10 日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるもの

とする。 

10. 建設業退職金共済制度への加入について 

(1) 請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の

対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。 

(2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共

済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第2号様式（建退共））、「建

設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に監督員に提出すること。た

だし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記

載した「確認書」（第4号様式（建退共））を契約締結後１箇月以内に監督員に提出すること。 

なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めると

きは、関係資料を提出しなければならない。 

(3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入す

るか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促

進に努めること。 

(4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事

務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。 

(5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。 

(6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において

考慮される事となる。 



 

11. 施工計画書の提出について 

(1) 施工計画書の作成 

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に

指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。 

ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事 

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事 

ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事 

(2) 施工計画書の記載事項等 

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ ＞ 入札の広場 ＞ 検査情報に記載（別表）のとおりとす

る。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速や

かに提出すること。 

(3) 計画工程表の作成 

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法

について、監督員と協議を行うこと。 

(4) 実施工程との比較照査 

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた

場合は速やかに監督員へ報告すること。 

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて 

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポン

スに取組んでいる。 

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるな

ど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力する

こと。 

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について 

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。 

14. 下請負者について 

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。 

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を

指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。 

15. 一括下請けの禁止について 

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を

一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

16. 技術的事項について（別紙） 

 





令和2年4月1日
　1.

1)

3) 本市指定様式

 別記１　　　支給材料
 別記２　　　貸与品
 別記３　　　部分引渡し
別記４　　　部分使用
 別記５　　　保険
 別記６　　　返納すべき発生材
 別記７　　　完成写真
別記８　　　メーカーリスト

2.
1) 災害及び公害

の防止
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

3.

　作業に伴う騒音、振動、煤煙、ほこり等、又仮設物による電
波、日照障害についてはあらかじめ配慮し、公害の防止に努め
る。

2) あと片付け 　工事完成に際しては、工事用用地及び仮囲いの外周（1.0ｍ）
を原形に復旧する。

記    録 

　本工事にて特に必要な追加事項については別記として以下を
本仕様書に添付する。

工事現場管理 
　施工中の安全に関しては、建築工事安全施工技術指針を参考
に常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の
防止に努める。

　工事用車輌の搬出入が頻繁な日時は専任の交通整理員を要所
に配置し、付近住民及び施設利用者等の安全な通行に努める。

　工事用車輌の搬出入に起因する現場付近の道路等の汚れは随
時清掃し、本工事車両に起因する損傷箇所は速やかに復旧す
る。

建築工事　一般共通事項

一般事項
共通仕様書の
適用範囲

　本工事は、本市契約規則等に基づき、特記によるほか、新増
改築工事においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公
共建築工事標準仕様書(建築工事編)、（電気設備工事編）及び
（機械設備工事編）－平成31年版－」、補修改修工事において
は　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標
準仕様書(建築工事編)、（電気設備工事編）及び（機械設備工
事編）－平成31年版－」に準拠する。
　ただし、補修改修工事において、軽微で少量の施工個所で、
安全上支障のない場合は、監督員と協議のうえ、上記仕様書に
記載されている各工程の一部及び試験などを省略することがで
きる。

2) 軽微な変更 　現場の納まり、取合いなどの関係で材料の寸法、取付け位置
又は取付け工法、あるいは数量等の増減で軽微な変更は市監督
員（以下「監督員」という。）との協議による。

　騒音、振動については、「建設工事公衆災害防止対策要綱」
に準拠するとともに、関係法令を遵守すること。

「横須賀市ホームページ」＞「申請書ダウンロード」＞「公共
建築課の書式」にて掲載。（使用時に最新版を確認）

4) 官公署その他
への手続き

　工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行
う。これに伴う費用は本工事の請負者（以下「請負者」とい
う。）の負担とする。

5) 別記について







３０年４月１日 公共建築課

別記４

番号 建物、部屋等使用部分 数量 単位 使用条件 備考

自
令和４年１月中旬
（日程未定）

1 ふ頭管理事務所の外壁 １－ 式
部分使用検査及び
外部足場解体

至 しゅん工日

自

2
至

自

3
至

自

4
至

自

5
至

自

6
至

自

7
至

自

8
至

自

9
至

自

10
至

自

11
至

自

12
至

自

13
至

部  分  使  用

使用予定期間

部分使用に係
る品質証明等
の確認用書類
は検査対象

























３０年４月１日 公共建築課

共通仮設

１）直接仮設

・工事範囲以外に粉塵等が飛散しないよう、養生を施すこと。

・施設利用者・職員等の安全を確保するよう、災害防止処置を施すこと。

２）解体撤去 ・発生材は、原則として場外処分とする。

・解体・撤去により生じた周辺のクラック等は、原状に復旧する。

・搬出・処分は関係法令に抵触しないよう留意すること。

３）石綿

・上記の施工を行う際は、開口部の養生と足場等の床養生を行うこと。

４）外壁塗装 ・外壁塗装

施工に先立ち外壁調査を行い報告書を提出すること。

報告書の記載内容は以下の通りとする。

・下地補修項目の数量集計表及び位置図

・仕上材料

外壁 外壁用塗膜防水材塗り　JIS A 6021（外壁用アクリルゴム系）

ローラー　さざ波模様　シリコン仕上げ

巾木、基礎立上り セメント系下地調整塗材　C-1塗り

外壁用塗膜防水材　JIS A 6021 外壁用 アクリルゴム系 シリコン仕上　について

特 記 仕 様 書

・解体等で大きな騒音の発生する作業については監督員と協議し施工するこ
と。

・工事場所及び資材置場を、うま、ロープ等で明確にし、安全表示板等により第
三者の安全をはかる。

・動力用水光熱：工事に伴う水光熱は、施設内設備を利用できる。
　ただし、電力についてはコンセント程度であり、用水、電力の使用に伴う
配管、配線および撤去、復旧等については、請負人の負担とする。

・各部足場は、「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年
版」　２．２．１「足場その他」により関係法令に従い設置すること。
（900枠を原則とし、抜け止め機能付き型くさび緊結式足場（次世代足
場）等の異なるものを採用しようとする場合は、監督員の承諾を得るこ
と）

・日曜日、祝日に大きな騒音、振動の発生する作業については、騒音規制法
及び振動規制法の規定により行なわないこと。

・発生材の処分は、原則として再生工場持込とする。ただし、再生処分が出来
ない物に限り、関係法令に抵触しないよう処分すること。

・施工については、「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平
成31年版」表４.２.６　外壁用塗膜防水材の仕上げの形状および工法
に準拠する。

・既存塗材が石綿含有仕上塗材であるため、ALC目地シーリング撤去や、
ALC欠損部補修の際は次の施工方法によること。

・既存ALC目地シーリングを撤去する際は、シーリングを湿潤の上、カッ
ター（手工具）にて切り込んだうえで撤去すること。

・ALC欠損部補修の際、周囲のALCの脆弱部分を除去する必要がある
場合は、除去するALC部分にある塗材を湿潤の上、カッター（手工具）
にてALC健全部にある塗材と縁を切ってから除去すること。

・既存ALC目地シーリングを除去した際及びALC脆弱部分を除去した
際の発生材は、石綿含有成形板として扱い、集積、積込、運搬、処分
等は公共建築改修工事標準仕様書9.1.5に記載の方法とすること。
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別紙内訳
　Ｎｏ．１ （養生）

　養生 外壁改修 94.7 ㎡ ①

別紙内訳
　Ｎｏ．２ （整理清掃後片付け）

　整理清掃後片付け 外壁改修 94.7 ㎡ ①

別紙内訳 （養生）
　Ｎｏ．３ （アスベスト含有塗材撤去用）

　養生
(アスベスト含有塗材撤去用) 床面 281 ㎡ ②
　養生 壁面代用
(アスベスト含有塗材撤去用) サッシ、開口部 88.9 ㎡ ②
　養生
(アスベスト含有成形板撤去用) 床面 23.2 ㎡ ②
　養生
(アスベスト含有成形板撤去用) 壁面 138 ㎡ ②

別紙内訳 （整理清掃後片付け）
　Ｎｏ．４ （アスベスト含有塗材撤去用）

　整理清掃後片付け
(アスベスト含有塗材撤去用) 床面 281 ㎡ ②
　整理清掃後片付け 壁面代用
(アスベスト含有塗材撤去用) サッシ、開口部 88.9 ㎡ ②
　整理清掃後片付け
(アスベスト含有成形板撤去用) 床面 23.2 ㎡ ②
　整理清掃後片付け
(アスベスト含有成形板撤去用) 壁面 138 ㎡ ②

別紙内訳
　Ｎｏ．５ （外部足場）

手すり先行方式、12m未満

　枠組本足場 建枠900、設置日数120日 328 ㎡ ①
手すり先行方式、12m未満

　枠組本足場 建枠600、設置日数120日 105 ㎡ ①
手すり先行方式

　安全手摺 設置日数120日 64.8 ｍ ①

　脚立足場 設置日数30日 59.7 ㎡ ①

別紙内訳
　Ｎｏ．６ （災害防止）

　金網式養生枠 設置日数110日 74.0 ㎡ ①

　小幅ネット 設置日数110日 104 ｍ ①
防炎Ⅰ類

　養生シート 設置日数110日 359 ㎡ ①

別紙内訳
　Ｎｏ．７ （発生材積込運搬）

木材類代用
　金属くず 2t積　人力積込　8.0km以下 0.1 ｍ3 ①

ボード類代用
　その他（混合廃棄物） 2t積　人力積込　8.0km以下 0.2 ｍ3 ①

別紙内訳書

単　価 金　　　額 備　　考名　　　称 摘　　　要 数　量 単位

横　須　賀　市 工事設計用紙　　










